
令和８年２月12日

補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

第10号 8,147,000 8,675,376 374,346 9,049,722

令和７年度羽幌町一般会計補正予算（第10号）の概要

２　予　算　規　模

会　　計　　区　　分

一般会計

１　補正予算議決日

（単位：千円）

４　地方債補正

３　繰越明許費補正

（追加） （単位：千円）

事　業　名 金　　額

7 商 工 費 1 商 工 費
サ ン セ ッ ト プ ラ ザ
施 設 管 理 事 業

３５，４２２

10 教 育 費 3 中 学 校 費 焼尻中学校施設管理事業 ２８８，２００

10 教 育 費 5 社 会 教 育 費 公 民 館 施 設 管 理 事 業 ６，７５４

款 項

（変更） （単位：千円）

限度額
償還の
方　法

焼 尻 中 学 校
改 修 事 業 債

299,00010,800

起債の目的

補　正　前 補　正　後

限度額
起債の
方　法

利　率
償還の
方　法

起債の
方　法

利　率



５　予算概要

（総括表） （単位：千円）

地方交付税 議会費

(普通地方交付税) 50,559 (議員等人件費) 134

衛生費国庫補助金 介護福祉費

(マイナンバー情報連携体制整備事業補助金) 165 (一般在宅福祉事業) 3,989

まちづくり事業基金繰入金 保健衛生費

(まちづくり事業基金繰入金) 35,422 (予防接種台帳システム改修事業) 248

教育債 観光費

(焼尻中学校改修事業債) 288,200 (サンセットプラザ施設管理事業) 35,422

道路維持費
(除排雪事業) 40,735

都市計画管理費
(下水道運営事業) ▲ 1,136

中学校費・学校管理費
(焼尻中学校施設管理事業) 288,200

公民館費
(公民館施設管理事業) 6,754

374,346 374,346

8款 土木費 39,599

10款 教育費 294,954

7款 商工費 35,422

14款 国庫支出金 165 3款

21款 町債 288,200

民生費 3,989

18款 繰入金

　　　歳出合計歳入合計

35,422

歳　　　　　　　　入 歳　　　　　　　　　出

4款 衛生費 248

1款 議会費 13410款 地方交付税 50,559



国庫支出金 道支出金 地方債 その他 一般財源

1  議会費 議員等人件費 経常 134 134

 1.1.1 　職員手当等

2  介護福祉費 一般在宅福祉事業 経常 3,989 3,989

 3.1.4 　介護保険事業特別会計繰出金

3  健康ｾﾝﾀｰ 予防接種台帳システム改修事業 臨時 248 165 83
運営費
 　委託料
4.1.2

4 観光費 サンセットプラザ施設管理事業 臨時 35,422 35,422

7.1.2 　工事請負費

5  土木費 除排雪事業 経常 40,735 40,735

 8.2.2 　委託料

6  都市計画 下水道運営事業 経常 ▲ 1,136 ▲ 1,136
管理費

　負担金補助及び交付金
 8.5.1

7 中学校費 焼尻中学校施設管理事業 臨時 288,200 288,200

10.3.1 　工事請負費

8 公民館費 公民館施設管理事業 臨時 6,754 6,754

10.5.2 　工事請負費

経常 43,722 0 0 0 0 43,722

臨時 330,624 165 0 288,200 35,422 6,837

374,346 165 0 288,200 35,422 50,559

　老朽化が進んでいる焼尻中学校の校舎の屋根全面改修、照明
設備のＬＥＤ化、エアコン設置、給排水整備等の大規模改修を
行うための費用を増額補正。（皆増）

合　　計

経常費計

臨時費計

　現在使用している変圧器２台に低濃度ＰＣＢが含有されてい
ることが判明したため、その更新に必要な費用を増額補正。

【　備　考　】
　補正後 7,798千円－補正前 1,044千円＝ 6,754千円

　一般職の給与改定に準じ議会議員の期末手当を改定するため
の費用を増額補正。

【　備　考　】
　補正後 12,379千円－補正前 12,245千円＝ 134千円

　繰出対象経費の増額に伴う増額補正。

【　備　考　】
　補正後 232,078千円－補正前 228,089千円＝ 3,989千円

　新たに定期接種化された「20価小児肺炎球菌ワクチン」及び
「帯状疱疹ワクチン」に係る予防接種情報のマイナンバー連携
を可能とするためのシステム改修に係る費用を増額補正。（皆
増）

　市街原野地区の除排雪業務委託料について、令和８年１月中
旬までの降雪量が多く、稼働時間の増により当初の設計時間を
超える見込みであるため、不足する費用を増額補正。

【　備　考　】
　補正後 196,334千円－補正前 155,599千円＝40,735千円

　下水道事業会計の人事院勧告に伴う職員人件費の増額及び配
置換えに伴う人件費の減により総額で減額となるため、その費
用を減額補正。

【　備　考　】
　補正後 167,574千円－補正前 168,710千円＝ ▲1,136千円

（事業一覧）

【 一般会計 】 （単位：千円）

No 款・項・目 事業名及び概要 臨･経 補正額
財　　　源　　　内　　　訳

　施設の老朽化に伴い、大浴場内風呂及び露天風呂のタイル張
替改修工事を行うための費用を増額補正。

【　備　考　】
　補正後 52,752千円－補正前 17,330千円＝ 35,422千円


